
 

船舶事故調査報告書 

平成３０年６月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２９年１１月２７日 ２３時１０分ごろ 

発生場所 沖縄県うるま市平敷屋
へ し き や

漁港南方沖 

 金武
き ん

中城
なかぐすく

港平敷屋沖防波堤南灯台から真方位１８６°１,３４０ｍ

付近 

 （概位 北緯２６°１７.８′ 東経１２７°５５.４′） 

事故の概要 漁船第三歩
あゆ

美
み

丸は、主機が停止した際、風波に圧流されて浅礁に乗

り揚げた。 

事故調査の経過 平成２９年１２月４日、主管調査官（那覇事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第三歩美丸、２.８トン 

 ＯＮ３－１６０１０３（漁船登録番号）、個人所有 

 第２９０－４００７３号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 船尾部船底外板に亀裂等、プロペラ翼及びプロペラ軸に曲損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ４、視界 不良 

海象：波高 約２.５～３.０ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

うるま市には、１１月１８日０５時０２分に波浪注意報が発表さ

れ、本事故時も継続中であった。 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、平敷屋漁港南東方沖を南進中、主

機が異音を生じて停止した。 

船長は、機関室で燃料油系統等に異常がないことを確認した後、主

機の始動を試みたが、始動できなかった。 

本船は、風波に圧流され、平敷屋漁港南方沖の浅礁に乗り揚げた。 

本船は、翌日、僚船により離礁作業が行われ、えい
．．

航されて平敷屋

漁港に入港した。 

本船の喫水は、船首約０.５ｍ、船尾約１.２ｍであった。 

本船は、本事故後、機関修理業者により主機の点検整備が行われ、

主機に異常がなく、クラッチレバーが後進に入っていたので安全装置

（主機の始動時に主機のクラッチレバーが中立に入っていないと始動

を停止する装置）が作動して主機が始動できなかったことが判明し

た。 

船長は、主機の始動を試みる前、主機のクラッチレバーを中立に操

作したと思っていたが、クラッチレバーが後進に入っていたことを本

事故後に知った。 



 

分析 本船は、主機が停止した際、船長が、主機を始動するに当たり、ク

ラッチレバーの位置を確認しなかったことから、クラッチレバーが後

進に入っていることに気付かず、安全装置が作動して主機が始動でき

ずにいるうちに風波によって圧流され、平敷屋漁港南方沖の浅礁に乗

り揚げたものと考えられる。 

船長は、主機が停止した後、主機のクラッチレバーを後進に操作し

ていた可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、主機が停止した際、船長が、主機を始動

するに当たり、クラッチレバーの位置を確認しなかったため、クラッ

チレバーが後進に入っていることに気付かず、安全装置が作動して主

機が始動できずにいるうちに風波によって圧流され、平敷屋漁港南方

沖の浅礁に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・主機を始動する際、クラッチレバーが中立位置にあることを確認

すること。 

 


